
登録車 軽自動車
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非課税 非課税 非課税

１％ １％ ０．５％

２％ ２％ １％

３％ ２％ ２％

非課税 非課税

１％ ０．５％

非課税 非課税

１％ ０．５％

２％ １％

３％ ２％

３％

令和１２年度燃費基準８５％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

令和２年度燃費基準＋２３％達成

令和１２年度燃費基準８０％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

令和２年度燃費基準＋１６％達成

令和１２年度燃費基準７０％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

令和２年度燃費基準＋２％達成

令和１２年度燃費基準６０％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

★★★★（注１）

２％

非課税

非課税非課税

非課税

令和１２年度燃費基準７０％達成かつ
令和２年度燃費基準＋２％達成

（平成22年度燃費基準＋５１％達成）（注４）

電気自動車（燃料電池車含む）

税率

自　家　用
営業用

●税率（主なもの）　※令和６年１月１日～令和７年３月３１日

令和１２年度燃費基準６０％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

排ガス要件 燃費要件区分

ディーゼル
乗用車

平成30年排出ガス規制適合
又は

ポスト新長期規制適合
（注３）

上記以外のディーゼル乗用車

令和１２年度燃費基準８５％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

令和２年度燃費基準＋２３％達成

令和１２年度燃費基準８０％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

令和２年度燃費基準＋１６％達成

令和１２年度燃費基準７０％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

令和１２年度燃費基準６０％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

★★★★（注１）

非課税

非課税

３％

３％

天然ガス車（平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制からNOx10％低減）（注３）

プラグインハイブリッド車

上記以外の乗用車

ガソリンハイブリッド
乗用車

ガソリン乗用車

LPGハイブリッド
乗用車

LPG乗用車

上記以外の乗用車

非課税

－

ガソリンハイブリッド
トラック

ガソリントラック
（２．５ｔ以下）

上記以外のトラック

ガソリンハイブリッド
トラック

ガソリントラック
（２．５ｔ超～３．５ｔ以下）

上記以外のトラック

－

令和１２年度燃費基準８５％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

令和２年度燃費基準＋２３％達成
（平成22年度燃費基準＋８４％達成）（注４）

令和１２年度燃費基準８０％達成かつ
令和２年度燃費基準達成

令和２年度燃費基準＋１６％達成
（平成22年度燃費基準＋７３％達成）（注４）

★★★★（注１）

★★★★（注１）

★★★（注２）

令和４年度燃費基準＋５％達成
（平成22年度燃費基準＋６３％達成）（注４）

令和４年度燃費基準達成
（平成22年度燃費基準＋５５％達成）（注４）

令和４年度燃費基準９５％達成
（平成22年度燃費基準＋４７％達成）（注４）

令和４年度燃費基準達成

令和４年度燃費基準９５％達成

令和４年度燃費基準＋５％達成

令和４年度燃費基準達成

令和４年度燃費基準９５％達成



登録車 軽自動車

非課税 非課税

１％ ０．５％

非課税 非課税

１％ ０．５％

２％ １％

３％ ２％

非課税 非課税

１％ ０．５％

非課税 非課税

１％ ０．５％

２％ １％

３％ ２％

非課税 非課税

１％ ０．５％

非課税 非課税

１％ ０．５％

２％ １％

３％ ２％

非課税 非課税

１％ ０．５％

２％ １％

３％ ２％

注１　★★★★とは、平成３０年排出ガス基準＋５０％低減達成又はH１７年排出ガス基準＋７５％低減達成をいう。
　 ２　★★★とは、平成３０年排出ガス基準＋２５％低減達成又はH１７年排出ガス基準＋５０％低減達成をいう。
　 ３　ポスト新長期規制とは、平成２１年以降（車両総重量により、平成21年、22年と異なる）に適用される排出ガス規制をいう。

－

令和４年度燃費基準９５％達成

ポスト新長期規制適合
（注３）

令和４年度燃費基準＋５％達成

令和４年度燃費基準達成

令和４年度燃費基準９５％達成

平成30年排出ガス基準適合
又は

ポスト新長期規制からNoｘ
かつPM10%低減（注３）

燃費要件

税率

自　家　用
営業用

－

上記以外のバス

ディーゼルハイブリッド
バス

ディーゼルバス
（３．５ｔ以下）

ディーゼルハイブリッド
バス

ディーゼルバス
（３．５ｔ超）

　 ４　平成２２年度燃費基準については、ガソリン自動車（乗用車又は２．５ｔ以下のトラック）でＪＣ０８モード燃費値及びＷＬＴＣ
　　　モード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用。

平成２７年度燃費基準＋１５％達成

平成２７年度燃費基準＋１０％達成

平成２７年度燃費基準＋５％達成

－

令和２年度燃費基準達成

平成28年排出ガス基準適合
又は

ポスト新長期規制からNoｘ
かつPM10%低減（注３）

－

上記以外のバス

平成30年排出ガス基準適合
又は

ポスト新長期規制からNoｘ
かつPM10%低減（注３）

ポスト新長期規制適合
（注３）

令和２年度燃費基準＋５％達成

令和２年度燃費基準達成

令和２年度燃費基準＋１０％達成

令和２年度燃費基準＋５％達成

令和２年度燃費基準達成

ガソリンハイブリッド
バス

ガソリンバス
（３．５ｔ以下）

★★★★（注１）

令和２年度燃費基準＋５％達成

ディーゼルハイブリッド
トラック

ディーゼルトラック
（２．５ｔ超～３．５ｔ以下）

上記以外のトラック

区分 排ガス要件

★★★（注２）

令和２年度燃費基準＋１０％達成

令和２年度燃費基準＋５％達成

令和２年度燃費基準達成

上記以外のバス

令和４年度燃費基準達成


